
車を運転される方、自転車を乗る方、歩行者の方
全ての方が交通ルールを守らなければなりません！

この６つのイラストは、交通ルールが守られていません！！！
「自分は大丈夫」「ルールを知らなかった・・・」では、

大きな交通事故に繋がってしまう可能性が！
ご家庭で交通ルールについて再確認をし、誰一人として交通事故を起こさない

よう、遭わないようにしましょう！

令和５年４月１日から
全ての自転車利用者

に対して乗車用ヘルメット着用の
努力義務が課されています。
もしもの時に備えて、

自転車に乗る際は、
必ずヘルメットを着用してから

乗りましょう！

北 の ひ ろ め ～ る

ストップ・ザ・交通事故

令和５年４月24日

寿都警察署交通係

☎６２－２１１０


